
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 5年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人 幡ヶ谷再生大学復興再生部

1事業の成果
設立当初から続けて来た活動からの繋がりで、災害時も瞬時に現地との連携が取れ、関わりのない人でも参

加できるよう募集形式にて受け入れている。募集・活動報告を SNSで行い、現状を伝えつつ随時参加者を募り

人脈を拡大。災害支援が終わつてからも各地との交流を続け、地域再生に長く関わり、地元参加者を中心に活

動を継続。

2事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業

(1)自 然災害における被災者及び被災地域に対する復興支援事業 (災害ボランティア活動事業)

・2023年 令和 5年台風 2号 災害支援 和歌山県かつらぎ町

7月 8日 、15日 、22日

令和 5年 7月 秋田豪雨 災害支援 秋田県秋田市・五城目町

8月 1日 、6日 、11日 、12日 、19日

令和 5年台風 7号 災害支援 京都府綾部市

11月 26日 、12月 10日 、2024年 3月 23日 、4月 13日 、5月 25日

・2024年 令和 6年能登半島地震 災害支援 石川県金沢市・羽昨市・内灘町・七尾市・能登町口輪島市

1月 7日 、23日 、2月 2日 、3日 、4日 、10日 、17日 、18日 、25日 、

3月 9日 、10日 、16日 、17日 、4月 13日 、14日 、21日 、5月 12日 、25日

6月 1日 、2日 、9日 、15日 、21日 、22日 、23日 、30日

・2024年 1月 22日 (月 )幡ヶ谷再生大学 石川キャンパス 復興支援ライブ

・2020年 令和 2年 7月 豪雨災害 熊本県八代市 芦北町口坂本町

・2018年 平成 30年 7月 豪雨災害 継続支援 岡山県岡山市、愛媛県宇和島市、愛知県みよし市

・2017年 九州北部豪雨 継続支援 福岡県朝倉市

・2016年 熊本地震 継続支援 熊本県熊本市・南阿蘇町

・2014年 東日本大震災以降 継続支援 福島県いわき市口猪苗代町

口球磨川大空五色祭 2024年 4月 27日 ～5月 6日

令和 2年 7月豪雨災害で被災した熊本県八代市坂本町の球磨川に、全国から集まった鯉のばりを掲げるプロ

ジェクト。2021年 5月 に第 1回を行い、2022年第 2回、2023年第 3回、2024年第 4回

事業費 1,482千円



(2)チャリティーグッズの販売事業

・イベント会場で活動内容の説明、冊子の配布、物販

2023年 08月 06日 (日 ) 10th Anniversary Come Back Home 2023 at猪苗代野外音楽堂

2023年 09月 16日 (土 )～ 18日 (月・祝)New Acoustic Camp 2023

2023年 10月 28日 (土)騎馬武者ロックフェス 2023

2023年 11月 03日 (土 )～04日 (日 )気仙沼サンマフェスティバル 2023

2024年 01月 22日 (月 )幡ヶ谷再生大学 石川キャンパス

2024年 02月 18日 (日 )PROUD GR00VE OSAKA 2024

2024年 03月 02日 (土)みたけさんふぇすてぃばる 2024

2024年 03月 09日 (土 )L.U.丁 .D GIGS

2024年 03月 11日 (月 )SONG OF THE EARTH 2024

2024年 04月 20日 (」L)～ 21日 (日 )WALK INN FES!2024

2024年 04月 27日 (土 )～ 28日 (日 )ARABAKI ROCK FEST.24

2024年 05月 05日 (日 )能登半島復興チヤリティーイベントつなぐのと～あなたは尊い～
2024年 05月 18日 (土 )～ 19日 (日 )ACO CHiLL CAMP 2024

2024年 05月 26日 (日 )盛岡 FIGHT BACK 2024

事業費 5,047千円



法人名 : 特定非営利活動法人幡ヶ谷再生大学復興再生部

量重量皇菫
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I経常収益
1.受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2.受取寄付金
受取寄付金

3.事業収益
自然災害における被災者及び被災地域

に対する復興支援事業収益

チャリティーグッズの販売事業収益

4.その他収益
受取利息

為替差益

雑収益

経常収益計
Ⅱ経常費用

1.事業費
(1)人件費

給料手当

臨時雇賃金

法定福利費

人件費計

(2)その他経費

売上原価

業務委託費

旅費交通費

地代家賃

減価償却費

その他経費計

事業費計

2.管理費
(1)人件費

役員報酬

人件費計

(2)その他経費

消耗品費

地代家賃

減価償却費

支払手数料

雑費
その他経費計

管理費計

経常費用計

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

||1科 |||||||||||||||1島



法人名 : 特定非営利活動法人幡ヶ谷再生大学復興再生部

貸畳対里主
令和6年  6月  30日 現在

(単位 :円 )
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I資産の部
1.流動資産
現金預金

未収金

棚卸資産

流動資産合計

2.固定資産
(1)無形固定資産

ソフトウェア

有形固定資産計

固定資産合計

資産合計
Ⅱ負債の部

1.流動負債
未払金

預り金

流動負債合計

2.固定負債
固定負債合計

負債合計
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

:科 ‐目



墜登童圭2止己

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2011年 11月 20日 一部改正 NPO法人会計基
準協議会)によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2.事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

3.固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

4.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
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法人名 : 特定非営利活動法人幡ヶ谷再生大学復興再生部

量産旦量
令和6年  6月  30日 現在

(単位 :円 )

874,531

26,556,226
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2,223,488

123,693

0

1,188,924

29,777,938

0

116,720

116,720

0

30,966,862

116,720

30,850,142

I資産の部
1.流動資産
現金預金

手許現金

八千代銀区

ゆうちょ銀行

未収金

GMOペイメント
利用者○名

棚卸資産

チャリティーグッズ在庫

流動資産合計

2.固定資産
(1)無形固定資産

ソフトウェア

チャリティーグッズ販売用

固定資産合計

資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金

経費未精算分

預り金

源泉所得税

社会保険料

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計

負債合計
正味財産

1科 |■日| 1金
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書式第 18号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

暉1以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
イ各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏    名

1 理事 監事

(ミ ヤタ トシロウ) 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年  月  日

年  月  日宮田 俊郎

2 □
。監事

(キタジョウ ユウ) 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年 月

月

日

年 日喜多條 優

3

(カ マタ マリオ) 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年

年

月

月

日

FI鎌田 真理雄

４

ム
理事 監事

(カマクラ ヨシユキ) 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年  月  日

年  月  日鎌倉 良行

5 理事 監事
(イ チジュウ タクオ 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年 月

月

日

日年一重 卓男

6 理事 監事

(カ ニエ ケンドウ) 令和 5年 7月 1日

令和 6年 6月 30日

年

年

月

月

日

日蟹江 乾道

7 理事・監事

年

年

月   日

月   日

年  月  日

年 月 ロ

０
０ 理事 。監事

年  月  日

年  月  日

年 月

月

日

日年

9 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事
年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

日

堕聾璧型湮塑塾_1壁2肇里生[左:ヨ翌 堅l生土 _

匿憂]監事



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 幡ヶ谷再生大学復興再生部

氏    名

1 宇治 洋介

2 若松 貴三

3
山田 佳弘

4 堀 洋平

5 菅野 征太郎

6 宮田 俊郎

7 喜多條 優

8 鎌田 真理雄

9 ―重 卓男

10
鎌倉 良行

11 蟹江 乾道

12 大川内 浩幸




